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(57)【要約】
【課題】記録媒体のデータ記録速度性能が原因で、記録
媒体へのデータ記録が破綻することを防止する。
【解決手段】入力データを圧縮する圧縮部３，４と、圧
縮率を設定し圧縮部に指示する圧縮率制御部７とを備え
る。圧縮率制御部７は、記録媒体２０に格納されるデー
タ記録速度性能を取得し、データ記録速度性能を越えな
いように入力データの圧縮率を設定する。また、記録媒
体２０のデータ記録速度性能を取得するために、記録媒
体２０に所定サイズのダミーデータを記録し、記録に要
する時間を測定することで記録媒体のデータ記録速度性
能を求める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されるデータを圧縮して記録媒体に記録するデータ記録装置において、
　入力データを指示された圧縮率で圧縮する圧縮部と、
　該圧縮部により圧縮されたデータを前記記録媒体に記録する記録媒体制御部と、
　入力データに対する圧縮率を設定し、設定した圧縮率を前記圧縮部に指示する圧縮率制
御部とを備え、
　該圧縮率制御部は、前記記録媒体のデータ記録速度性能を取得し、該データ記録速度性
能を越えないように入力データの圧縮率を設定することを特徴とするデータ記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ記録装置において、
　前記圧縮率制御部にて設定された圧縮率を表す情報を表示するモニタ画面を備えること
を特徴とするデータ記録装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のデータ記録装置において、
　予め設定されていた圧縮率が前記圧縮率制御部によって変更された場合、変更されたこ
とを表示する表示灯を備えることを特徴とするデータ記録装置。
【請求項４】
　入力されるデータを圧縮して記録媒体に記録するデータ記録方法において、
　前記記録媒体のデータ記録速度性能を取得するステップと、
　該データ記録速度性能を越えないような入力データの圧縮率を設定するステップと、
　該圧縮率で前記入力データを圧縮するステップと、
　圧縮されたデータを所定のデータ書き込みサイズで前記記録媒体に記録するステップと
、
　を備えることを特徴とするデータ記録方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のデータ記録方法において、
　前記記録媒体のデータ記録速度性能を取得するために、
　前記記録媒体に所定サイズのダミーデータを記録するステップと、
　該ダミーデータの記録に要する時間を測定するステップと、
　該記録に要する時間より前記記録媒体のデータ記録速度性能を算出するステップと、
　を備えることを特徴とするデータ記録方法。
【請求項６】
　請求項４に記載のデータ記録方法において、
　前記記録媒体に記録するための最適なデータ書き込みサイズを取得するために、
　前記記録媒体にデータサイズを変化させてダミーデータを記録するステップと、
　該ダミーデータの記録に要する時間を測定するステップと、
　該記録に要する時間より前記記録媒体のデータ記録速度性能を算出するステップと、
　算出したデータ記録速度性能のうち記録速度が最も大きくなるデータサイズを最適なデ
ータ書き込みサイズと決定するステップと、
　を備えることを特徴とするデータ記録方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のデータ記録方法において、
　前記取得したデータ記録速度性能または最適なデータ書き込みサイズの情報を、前記記
録媒体が有する管理情報に記録するステップを備えることを特徴とするデータ記録方法。
【請求項８】
　データ記録装置から転送されたデータを記録する記録媒体において、
　前記データ記録装置と通信する通信部と、
　当該記録媒体の制御情報を保持する第１の記憶部と、
　転送されたデータを記憶する第２の記憶部と、
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　当該記録媒体の動作を制御する制御部とを有し、
　前記第１の記憶部または前記第２の記憶部に当該記録媒体のデータ記録速度性能を格納
することを特徴とする記録媒体。
【請求項９】
　請求項８に記載の記録媒体において、
　前記第１の記憶部または前記第２の記憶部に当該記録媒体のデータ書き込みサイズを格
納することを特徴とする記録媒体。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の記録媒体において、
　前記第１の記憶部または第２の記憶部には、格納している前記データ記録速度性能また
は前記データ書き込みサイズを取得したデータ記録装置を特定する識別番号を格納するこ
とを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像音声等のデータを記録媒体の性能に合わせて好適に記録するデータ記録
装置、データ記録方法および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラや携帯音楽プレーヤなどのデジタル機器の記録媒体としてメモリ
カードが広く利用されている。さらには、ビデオカメラの動画記録用の記録媒体としても
大容量のメモリカードが利用されている。メモリカードはフラッシュメモリをカード型に
パッケージしたもので、データの書き込みや消去が簡単にでき、電源を切っても記録内容
が保存される特徴を持つ。しかしながら、ディスク媒体に比較すると記録容量が小さく、
データ量の大きい動画像などを記録する場合には、データを効率的に圧縮して記録するこ
とが必要である。
【０００３】
　データを効率的に圧縮して記録媒体に記録するため、圧縮率に関しさまざまな技術が提
案されている。特許文献１では、入力データを制御部で可変制御された圧縮率で圧縮し、
圧縮率データを付加して記録媒体に記録する。この圧縮率は、入力データの記録品質や記
録時間に応じて可変制御するものである。特許文献２では、入力される原信号の情報量に
応じて、情報量が少なくなる程圧縮率を高くして記録する。圧縮率は、連続する原信号を
一定間隔でサンプリングして得られるサンプリングデータについて設定することで、情報
量に変動があっても圧縮信号の情報量の変動を小さくするものである。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－９２１０６号公報
【特許文献２】特開平６－３５０４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　記録媒体に動画像などのデータを記録する場合、媒体の容量だけでなく、媒体側の記録
速度性能も重要な課題となる。例えば、ビデオカメラで撮影した連続する映像音声データ
（シーケンシャルデータ）をメモリカードに記録する場合、メモリカードのデータ記録速
度が遅いと、記録すべきデータが記録バッファの容量を越えオーバーフローを起こす恐れ
がある。その結果、一部のデータが記録されず記録の破綻が生じることになる。最近のビ
デオカメラは、高画質（ＨＤ）モードでの記録を行うために映像データの転送レートは高
まる傾向にあり、記録破綻の問題はより重要となる。記録媒体のデータ記録速度は、媒体
内の記録制御部（メモリカードコントローラ）の能力に依存しており、メモリカードにお
いても様々な性能（スピードクラス）の製品が存在する。しかし、高速性能の媒体はそれ
だけ高価になるし、またユーザが記録する画質に応じてメモリカードを使い分けるのは容
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易ではない。また、記録バッファのオーバーフローの問題は、バッファの容量を増大すれ
ば一時的に回避できるが、長時間記録を行う場合には依然問題となり本質的な解決にはな
らない。
【０００６】
　前記特許文献１，２による技術は、入力データに応じて圧縮率を変化させるものである
が、記録するデータの記録品質や記録時間、あるいは情報量を確保するために圧縮率を可
変にするものである。よって、圧縮後のデータのビットレートが一定となる訳ではない。
記録中の圧縮データのビットレートが記録媒体のデータ記録速度を越えれば、その期間の
データの記録は欠落し記録の破綻を生じることになる。
【０００７】
　本発明の目的は、記録媒体のデータ記録速度性能が原因で、記録媒体へのデータ記録が
破綻することのないデータ記録装置、データ記録方法および記録媒体を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のデータ記録装置は、入力データを指示された圧縮率で圧縮する圧縮部と、圧縮
部により圧縮されたデータを記録媒体に記録する記録媒体制御部と、入力データに対する
圧縮率を設定し設定した圧縮率を圧縮部に指示する圧縮率制御部とを備え、圧縮率制御部
は、記録媒体のデータ記録速度性能を取得し、データ記録速度性能を越えないように入力
データの圧縮率を設定する。
【０００９】
　本発明のデータ記録方法は、記録媒体のデータ記録速度性能を取得するステップと、デ
ータ記録速度性能を越えないような入力データの圧縮率を設定するステップと、設定した
圧縮率で入力データを圧縮するステップと、圧縮されたデータを所定のデータ書き込みサ
イズで記録媒体に記録するステップとを備える。
【００１０】
　ここで記録媒体のデータ記録速度性能を取得するために、記録媒体に所定サイズのダミ
ーデータを記録するステップと、ダミーデータの記録に要する時間を測定するステップと
、記録に要する時間より記録媒体のデータ記録速度性能を算出するステップとを備える。
【００１１】
　本発明の記録媒体は、データ記録装置と通信する通信部と、記録媒体の制御情報を保持
する第１の記憶部と、データ記録装置から転送されたデータを記憶する第２の記憶部と、
記録媒体の動作を制御する制御部とを有し、第１の記憶部または第２の記憶部に当該記録
媒体のデータ記録速度性能を格納する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、記録媒体のデータ記録速度性能を越えないように入力データの圧縮率
を設定することにより、記録が破綻することなく記録媒体へデータを記録することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明におけるデータ記録装置の一実施例を示す構成図である。
  本実施例のデータ記録装置１０は、映像データ入力部１、音声データ入力部２、映像圧
縮部３、音声圧縮部４、多重部５、記録媒体制御部６、圧縮率制御部７、タイマ８、メモ
リ９を備える。記録装置１０には、着脱可能な記録媒体２０を取り付け、入力された映像
データと音声データを記録する。また、記録媒体２０から記録されている映像・音声デー
タを再生する。記録媒体２０としては、記憶部にフラッシュメモリを有するメモリカード
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を想定する。
【００１５】
　各部の動作を説明する。映像データ入力部１には、例えばビデオカメラで撮影された動
画像または静止画像のデジタル映像データが入力する。音声データ入力部２には、例えば
、マイクで集音された音声がＡＤ変換されデジタル音声データとして入力する。映像圧縮
部３は、映像データを圧縮率制御部７より指示された圧縮率で圧縮する。音声圧縮部４は
、音声データを圧縮率制御部７より指示された圧縮率で圧縮する。圧縮率制御部７は、記
録媒体２０の記録速度性能を取得し、これに応じて映像データの圧縮率と音声データの圧
縮率を設定し、映像圧縮部３と音声圧縮部４に指示する。多重部５は、圧縮された映像デ
ータと圧縮された音声データとを時間軸に沿って同期させ、これらを合成してストリーム
データを生成する。記録媒体制御部６は、ストリームデータを一次蓄積し（バッファリン
グ）、データ量や転送タイミングを制御しながら記録媒体２０に転送する。記録媒体２０
では、転送されたストリームデータを、記録媒体２０の規格に従ってファイル形式で記録
する。また記録媒体２０には、記録媒体自身の記録速度性能などの管理情報が格納されて
いる。
【００１６】
　本実施例では、圧縮率制御部７は、記録媒体２０からデータ記録速度性能を取得し、記
録媒体２０のデータ記録速度性能を越えないように圧縮率を設定する。映像圧縮部３と音
声圧縮部４は、圧縮率制御部７により設定された圧縮率にて映像・音声データを圧縮し、
記録媒体２０に圧縮されたデータを転送する。タイマ８は、水晶発振子を用いた信号から
時間をカウントし、記録時間などの計測に用いる。メモリ９には、記録媒体２０の記録性
能（データ記録速度性能やデータ書き込みサイズなど）を記憶する。
【００１７】
　ここで、映像圧縮部３、音声圧縮部４、多重部５、記録媒体制御部６、圧縮率制御部７
は、ハードウェア的に動作を実行する回路で構成しても良いし、メモリ９にプログラムを
記憶させ、ソフトウェア的に処理を実行する構成としても良い。
【００１８】
　図２は、記録媒体２０に格納されている管理情報の一例を示す図である。
  記録媒体２０の管理情報２００には、データ記録速度性能２０１、データ書き込みサイ
ズ２０２、および記録装置識別番号２０３の各情報が格納されている。データ記録速度性
能２０１は、記録媒体２０が記憶部（フラッシュメモリなど）にデータを書き込む時の記
録可能速度で、ビットレートの値で記述する。なお、ＳＤカードの場合には、ＳＤスピー
ドクラスというデータ書き込み速度を示す符号が用いられる。ビットレートの代わりに、
この符号をデータ記録速度性能として記述しても良い。データ書き込みサイズ２０２は、
記録媒体２０にデータを記録する時に最も高速に書き込みができるデータサイズである。
記録装置識別番号２０３は、上記データ記録速度性能２０１やデータ書き込みサイズ２０
２を評価した記録装置１０を特定する識別番号で、その記録装置に固有の番号である。こ
れは、媒体でのデータ記録速度性能は、媒体だけでなく記録装置の性能にも依存する場合
があるからである。
【００１９】
　管理情報２００は、記録媒体２０のファイルシステムの１ファイルとして、またファイ
ルシステムの管理領域の１項目として、あるいはレジスタなどの管理領域の１項目として
格納する。記録媒体２０のファイルシステムとしては、例えばＦＡＴ（File Allocation 
Table）が挙げられる。その場合、ファイルシステムの管理領域とはＦＡＴのPartition B
oot SectorやFS Infoであり、その予約領域などに管理情報を格納することができる。記
録装置１０で記録媒体２０の上記のファイルシステムの管理領域に管理情報を書き込んだ
場合、その記録媒体２０を記録装置１０以外の他の機器で使用しても、書き込まれている
管理情報が他の機器の動作に影響することはない。
【００２０】
　図３は、本実施例におけるデータ記録方法の処理フローを示す図である。ステップ順に
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説明する。
  Ｓ３０１では、記録装置１０に入力する映像・音声データの転送速度（入力レートＲｉ
ｎ）を取得する。ビデオカメラからの画像データであれば、撮影モード（画質モード）を
知ることで、そのビットレートを取得することができる。
  Ｓ３０２では、記録媒体２０よりその媒体のデータ記録速度性能Ｒｍｅｄを取得する。
詳細には、記録装置１０は記録媒体２０にデータ記録速度性能の取得を要求する。記録媒
体２０は、格納している管理情報２００からデータ記録速度性能２０１を読み出し、記録
装置１０に通知する。このとき、記録媒体２０よりデータ書き込みサイズＳについても合
わせて取得する。
【００２１】
　Ｓ３０３では、入力データの転送レートＲｉｎと、記録媒体２０より取得したデータ記
録速度性能Ｒｍｅｄより、映像圧縮部と音声圧縮部４での圧縮率を設定する。すなわち、
両者の比Ｒｉｎ／Ｒｍｅｄから圧縮率Ａを設定する。圧縮率が連続的に可変にできない場
合は、圧縮後の出力レートＲｏｕｔが記録媒体２０のデータ記録速度性能Ｒｍｅｄ以下と
なるように選択する。
  Ｓ３０４では、映像圧縮部３および音声圧縮部４は、設定された圧縮率にて入力データ
を圧縮する。
【００２２】
　Ｓ３０５では、圧縮されたデータを記録媒体２０に記録する。詳細には、記録装置１０
から記録媒体２０へ圧縮したデータを転送する。その際、前記取得したデータ書き込みサ
イズＳを単位として転送する。記録媒体２０は、転送されたデータを記憶部（フラッシュ
メモリなど）に書き込む。
  Ｓ３０６では、入力データが終了したかどうかを判定する。入力データが終了していれ
ば記録動作を終了し、残りのデータがあればＳ３０４に戻り前記動作を繰り返す。
【００２３】
　このように本実施例では、記録媒体のデータ記録速度性能を越えないように入力データ
の圧縮率を設定し、設定した圧縮率で入力データを圧縮して記録媒体に記録するようにし
た。よって、動画像のような連続するデータを記録が破綻することなく記録媒体に記録す
ることができる。
【実施例２】
【００２４】
　前記実施例１では、記録媒体２０が管理情報としてデータ記録速度性能などを保持して
いる場合において、その情報を利用して圧縮率を設定するものであった。しかし、記録媒
体２０がデータ記録速度性能を保持していない場合には、その情報を別途取得せねばなら
ない。本実施例では、記録媒体２０にダミーデータをテスト記録し、記録に要する時間か
ら記録媒体２０のデータ記録速度性能を取得（学習）するものである。
【００２５】
　図４は、記録媒体のデータ記録速度性能の学習工程を示す処理フローである。これは前
記図３のＳ３０２の工程に対応する。
  Ｓ４０１では、記録装置１０はダミーデータの記録開始時刻Ｔ１をタイマ８より取得す
る。
  Ｓ４０２では、ダミーデータを記録媒体２０に転送して記録させる。ダミーデータは記
録速度を計測するためのデータであり、映像データや音声データに限らない。またそのサ
イズは通常のデータ書き込みサイズＳ以上とする。記録媒体２０はその能力に従い、転送
されたダミーデータを順次記憶部に書き込む。
【００２６】
　Ｓ４０３では、記録装置１０は記録媒体２０から記録終了の応答を受け、ダミーデータ
の記録終了時刻Ｔ２をタイマ８より取得する。
  Ｓ４０４では、記録開始時刻Ｔ１と記録終了時刻Ｔ２の差分を取り、記録媒体２０にダ
ミーデータを記録するのに要した時間ΔＴを算出する。
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【００２７】
　Ｓ４０５では、ダミーデータのサイズをデータ記録に要した時間ΔＴで除算することで
、データ記録速度を算出する。算出した値は、記録媒体２０の管理情報２００にデータ記
録速度性能２０１の値として格納する。あるいは、記録装置１０内のメモリ９に記録媒体
の識別ＩＤとともに記憶しておく。
【００２８】
　このようにして、前記図３のＳ３０２における媒体のデータ記録速度性能をテスト記録
により取得することができる。なお、記録媒体２０に書き込んだダミーデータは、テスト
記録終了後削除しても良いが、その後の記録動作や再生動作などに影響なければそのまま
残してもよい。
【００２９】
　次に、最適なデータ書きこみサイズの学習について説明する。記録媒体の記録速度性能
は、記録時のデータのサイズにも依存する。これは記録媒体のメモリ領域の構造、例えば
ブロックサイズとの適合性が関係するためであり、このブロックサイズに匹敵するデータ
サイズとすることで、より高速に書き込みができることになる。そこで、ダミーデータの
サイズを変化させて記録速度の測定を行い、最も高速に書き込みができるサイズ（最適デ
ータ書き込みサイズ）を取得する。
【００３０】
　図５は、記録媒体の最適データ書き込みサイズの学習工程を示す処理フローである。
  Ｓ５０１では、記録装置１０は書き込むダミーデータのサイズを複数通りのサイズから
選択する。
  Ｓ５０２では、ダミーデータの記録開始時刻Ｔ１をタイマ８より取得する。
【００３１】
　Ｓ５０３では、ダミーデータを記録媒体２０に転送して記録させる。
  Ｓ５０４では、記録装置１０は記録媒体２０から記録終了の応答を受けると、ダミーデ
ータの記録終了時刻Ｔ２をタイマ８より取得する。
【００３２】
　Ｓ５０５では、記録開始時刻Ｔ１と記録終了時刻Ｔ２の差分を取り、記録媒体２０にダ
ミーデータを記録するのに要した時間ΔＴを算出する。
  Ｓ５０６では、ダミーデータのサイズをデータ記録に要した時間ΔＴで除算することで
、データ記録速度を算出する。算出した値は、データサイズとともにメモリ９に記憶して
おく。
【００３３】
　Ｓ５０７では、全てのデータサイズでの計測が終了したかどうか判定する。まだ終了し
ていない場合（Ｓ５０７がＮＯ）は、Ｓ５０１に戻り次のデータサイズを選択して記録速
度を求める。全てのデータサイズの計測が終了した場合（Ｓ５０７でＹＥＳ）は、Ｓ５０
８へ進む。
  Ｓ５０８では、メモリ９に記憶する各データサイズでの記録速度性能を読み出し、最大
の記録速度性能とそのときのデータサイズを決定する。決定した値は、記録媒体２０の管
理情報２００にデータ記録速度性能２０１とデータ書き込みサイズ２０２の値として格納
する。あるいは、記録装置１０内のメモリ９に記録媒体の識別ＩＤとともに記憶しておく
。
【００３４】
　このようにして、前記図３のＳ３０２における媒体の最適なデータ書き込みサイズを学
習により取得することができる。また、次回記録時に即座に最適なデータ書き込みサイズ
を得ることができる。
【実施例３】
【００３５】
　実施例３は、データ記録装置に記録するデータの圧縮率を表示する機能を設けた場合で
ある。
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【００３６】
　図６は、本発明におけるデータ記録装置の他の実施例を示す構成図である。
  本実施例では、前記実施例１（図１）に示すデータ記録装置１０の構成に、表示制御部
１１とモニタ画面１２を追加したものである。これにより、圧縮率制御部７によって設定
された圧縮率（ビットレート）を、モニタ画面１２に圧縮率を示す数値または記号で表示
する。表示制御部１１はモニタ画面１２に画像を表示するための制御を行う。
【００３７】
　図７は、図６のモニタ画面１２に表示される画像の一例である。
  画像７００は、記録装置１０に入力した映像（動画像）である。記号７０１は、記録装
置１０が動画記録可能状態であることを示す。記号７０２は、記録装置１０が選択してい
る記録媒体の種類を示し、数字７０３は、記録する動画（圧縮後）のビットレートを示す
。合わせて、ユーザが予め設定したビットレートが圧縮率制御部７によって変更された場
合、変更されている旨（「変更」という文字）を表示する。記号７０４は、記録装置１０
が記録中であることを示し、数字７０５は記録経過時間を、数字７０６は記録媒体が記録
できる残り時間を示す。数字７０７は現在時刻を示す。
  これよりユーザは、圧縮率制御部７によって設定された圧縮率、すなわち記録する映像
データのビットレートを知ることができる。
【００３８】
　図８は、本発明におけるデータ記録装置のさらに他の実施例を示す構成図である。
  本実施例では、前記実施例１（図１）に示すデータ記録装置１０の構成に、点灯制御部
１３と表示灯１４を追加したものである。表示灯１４にはＬＥＤなどを用い、点灯制御部
１３は表示灯１４の点灯／消灯を制御する。点灯制御部１３は、ユーザが予め設定したビ
ットレートが圧縮率制御部７によって変更された場合、表示灯１４を点灯させる。この例
では、圧縮率（ビットレート）が変更されたことを簡単な構成でユーザに通知することが
できる。
【実施例４】
【００３９】
　本発明で使用する記録媒体の例として、記憶部にフラッシュメモリを利用するメモリカ
ードについて説明する。
【００４０】
　図９は、メモリカード９０の内部アーキテクチャを示す図である。
  バスインターフェース９１は、記録装置１０と通信するための機能を有する。メモリカ
ードインターフェースコントローラ９２はメモリカード９０の動作を制御する。レジスタ
９３はメモリカード９０の管理情報を含む制御情報を格納する。管理情報の内容は、前記
図２で説明した通りである。フラッシュメモリインターフェース９４はフラッシュメモリ
９５との間でデータを転送する。フラッシュメモリ９５はデータの記憶部である。電源検
出部７６は電源のオン／オフを検出する。
【００４１】
　記録装置１０とメモリカード９０との間で転送するデータやコマンドは、レジスタ９３
を介して行う。すなわち記録装置１０は、レジスタ９３に情報を書き込んだり読み出した
りすることで、フラッシュメモリ９５へのデータの書き込みと読み出しを行う。またレジ
スタ９３に格納されている管理情報を読み出すことで、メモリカード９０のデータ記録速
度性能やデータ書き込みサイズを取得する。さらに記録装置１０は、前記実施例２の学習
工程によりデータ記録速度性能や最適データ書き込みサイズを取得すると、取得した新し
い値をレジスタ９３に書き込み、その管理情報を更新することができる。また管理情報に
は、データ記録速度性能やデータ書き込みサイズを測定した記録装置１０を特定する記録
装置識別番号を書き込む。
  なお、ここではメモリカード９０の管理情報をレジスタ９３に格納する場合を述べたが
、管理情報をフラッシュメモリ９５にて格納することもできる。
【００４２】
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　以上の各実施例では、記録媒体２０としてフラッシュメモリを利用したメモリカードを
例としているが、本発明は、これ以外のストレージ媒体、例えばＢｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓ
ｃやＤＶＤ等の光ディスクドライブ、ハードディスクドライブも適用できる。記録媒体２
０は記録装置１０に着脱可能なものとしたが、記録装置１０に内蔵されていても良い。ま
たこれらの記録媒体は、複数個接続することも可能である。一方、入力する映像・音声デ
ータはビデオカメラからの撮影データとしたが、テレビジョン放送から取得した番組デー
タであっても構わない。また、入力データが既に圧縮されているデータであっても構わな
い。その場合には、圧縮率を変えて再圧縮することになる。
【００４３】
　また各実施例では、記録媒体のデータ記録速度性能が入力する映像・音声データのビッ
トレートよりも低い場合を説明したが、逆に記録媒体のデータ記録速度性能が入力する映
像・音声データのビットレートよりも高い場合にも本発明は適応可能である。つまり、ユ
ーザが設定している圧縮率よりもメモリカードのデータ記録速度性能に余裕がある場合、
圧縮率を下げて（ビットレートを上げて）記録する。具体例を挙げると、ユーザが記録レ
ートを１０Ｍｂｐｓに設定したものの、ＳＤカードのデータ記録速度性能が３２Ｍｂｐｓ
（スピードクラス４）である場合、圧縮率を下げ、例えばＡＶＣＨＤ規格として許される
記録レート２４Ｍｂｐｓまで上げて記録する。これにより、記録媒体の性能の範囲内で、
より高品質の映像・音声にて記録することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】データ記録装置の一実施例を示す構成図（実施例１）。
【図２】記録媒体２０に格納されている管理情報の一例を示す図。
【図３】実施例１におけるデータ記録方法の処理フローを示す図。
【図４】記録媒体のデータ記録速度性能を学習する処理フローを示す図（実施例２）。
【図５】記録媒体の最適データサイズを学習する処理フローを示す図。
【図６】データ記録装置の他の実施例を示す構成図（実施例３）。
【図７】図６のモニタ画面１２に表示される画像の一例。
【図８】データ記録装置のさらに他の実施例を示す構成図。
【図９】メモリカード９０の内部アーキテクチャを示す図（実施例４）。
【符号の説明】
【００４５】
　１…映像データ入力部、２…音声データ入力部、３…映像圧縮部、４…音声圧縮部、５
…多重部、６…記録媒体制御部、７…圧縮率制御部、８…タイマ、９…メモリ、１０…デ
ータ記録装置、１１…表示制御部、１２…モニタ画面、１３…点灯制御部、１４…表示灯
、２０…記録媒体、９０…メモリカード、９３…レジスタ、９５…フラッシュメモリ、２
００…管理情報、２０１…データ記録速度性能、２０２…データ書き込みサイズ、２０３
…記録装置識別番号。
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